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蚕
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す
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三 

 
衆
議
院
議
員
竹
内
猛
君
提
出
山
梨
県
の
模
範
社
を
め
ぐ
る
諸
問
題
と
当
面
す
る
蚕
糸
政
策
に
関
す 

る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

山
梨
県
信
用
農
業
協
同
組
合
連
合
会
は
、
蚕
糸
販
売
農
業
協
同
組
合
連
合
会
模
範
社
（
以
下
「
模
範
社
」
と
い

う
。
）
に
対
し
、
融
資
面
で
の
優
遇
措
置
等
を
講
じ
て
き
た
と
承
知
し
て
お
り
、
御
指
摘
の
よ
う
な
事
実
は
な
か

つ
た
と
聞
い
て
い
る
。 

模
範
社
の
操
業
停
止
及
び
事
業
所
閉
鎖
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
昭
和
六
十
二
年
二
月
二
十
八
日
に
、

労
使
双
方
で
合
意
し
、
解
決
し
た
も
の
と
聞
い
て
い
る
。 

二
に
つ
い
て 

1 

繭
糸
価
格
安
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
三
百
十
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
は
、
繭
及
び
生
糸
の
価
格 



2 

安
定
基
準
価
格
に
つ
い
て
は
、
法
第
三
条
及
び
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
生
糸
の
生
産
条
件
及
び
需
給

事
情
そ
の
他
の
経
済
事
情
か
ら
み
て
適
正
と
認
め
ら
れ
る
水
準
に
生
糸
の
価
格
を
安
定
さ
せ
る
こ
と
を
旨
と

し
て
、
毎
年
五
月
ま
で
に
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
こ
と
と
な
つ
て
お
り
、
ま
た
、
法
第
五
条
の
規
定
に
基

づ
き
、
物
価
そ
の
他
の
経
済
事
情
に
著
し
い
変
動
が
生
じ
、
又
は
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
特

に
必
要
が
あ
る
と
き
は
こ
れ
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
つ
て
い
る
。
昭
和
六
十
一
生
糸
年
度
の

安
定
基
準
価
格
は
、
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
一
万
二
千
円
で
あ
る
が
、
今
後
の
安
定
基
準
価

格

に

つ

い

て

は
、
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
ま
た
、
蚕
糸
業
振
興
審
議
会
の
議
を
経
て
適
切
に
決
定
し
て
ま
い
り
た
い
。
な 

に
つ
い
て
、
そ
の
生
産
条
件
、
需
給
事
情
等
か
ら
み
て
適
正
な
水
準
に
お
け
る
安
定
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、

蚕
糸
業
の
経
営
の
安
定
に
資
す
る
と
と
も
に
、
生
糸
の
需
要
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目

的

と

し

て

お

り

、
農
林
水
産
省
と
し
て
は
、
今
後
と
も
法
の
目
的
に
の
つ
と
つ
た
繭
糸
価
格
安
定
制
度
の
運
営
を
行
つ
て

い
く
考
え
で
あ
る
。 

四 

 



5 

現
在
、
関
係
団
体
に
お
い
て
は
、
繭
生
産
の
現
状
等
に
か
ん
が
み
、
中
小
企
業
団
体
の
組
織
に
関
す
る
法

律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
に
基
づ
く
製
糸
設
備
の
封
印
カ
ル
テ
ル
の
実
施
等
生
糸
生
産
上
の 

4 

生
糸
、
絹
織
物
等
の
輸
入
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
、
法
に
基
づ
く
事
業
団
に
よ
る
生
糸
の
一
元
輸
入
制

度
に
加
え
、
絹
織
物
等
に
つ
い
て
も
輸
入
貿
易
管
理
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
四
百
十
四
号
）
等
に
基
づ
く

輸
入
承
認
等
の
措
置
を
講
じ
る
と
と
も
に
、
主
要
輸
出
国
で
あ
る
中
華
人
民
共
和
国
、

大

韓

民

国

等

と
生

糸
、
絹
織
物
等
の
輸
入
数
量
に
つ
い
て
の
協
議
を
行
つ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
に
お
い
て
も
、
適
切

な
対
応
を
図
つ
て
ま
い
り
た
い
。 

3 

最
近
に
お
け
る
生
糸
価
格
の
下
落
に
対
し
、
昭
和
六
十
一
年
九
月
以
来
蚕
糸
砂
糖
類
価
格
安
定
事
業
団

（
以
下
「
事
業
団
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
生
糸
の
買
入
れ
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

お
、
今
後
の
安
定
基
準
価
格
を
ど
の
よ
う
に
決
定
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
価
格
算
定
に
必
要
な
資
料

の
収
集
、
整
理
及
び
分
析
を
行
つ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

五 
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中
小
企
業
団
体
の
組
織
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
製
糸
設
備
の
封
印
カ
ル
テ
ル
は
、
昭
和
五
十
七
年
以
降

三
回
に
わ
た
り
実
施
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
農
林
水
産
省
と
し
て
は
、
繭
生
産
の
現
状
等
に
か
ん
が
み
生

糸
生
産
上
の
対
策
が
必
要
な
事
態
に
立
ち
至
つ
て
い
る
旨
を
表
明
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
日
本
器
械
製 

7 

桑
園
か
ら
他
作
物
へ
の
転
換
に
つ
い
て
は
、
各
農
家
の
営
農
の
展
開
の
一
環
と
し
て
、
地
域
及
び
農
家
の

実
情
に
応
じ
て
実
施
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
具
体
的
な
実
施
に
当
た
つ
て
は
、
都
府
県
に
対
し
、
都
府
県
の

蚕
業
技
術
指
導
所
そ
の
他
関
係
指
導
機
関
が
連
携
を
密
に
し
て
、
地
域
に
適
し
た
営
農
の
展
開
に
つ
き
適
切

な
助
言
等
を
行
う
よ
う
指
導
し
て
ま
い
り
た
い
。 

6 

今
国
会
に
提
出
し
て
い
る
売
上
税
法
案
に
お
い
て
は
、
第
六
条
各
項
に
お
い
て
非
課
税
と
な
る
資
産
の
譲

渡
等
の
範
囲
を
定
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
繭
生
産
資
材
の
う
ち
燃
料
油
の
購
入
そ
の
他
同
項
に
該
当
す

る
資
産
の
譲
渡
等
が
あ
れ
ば
非
課
税
と
さ
れ
る
。 

対
策
の
検
討
が
行
わ
れ
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
。 

六 
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我
が
国
の
蚕
糸
業
を
め
ぐ
る
情
勢
は
、
絹
需
要
の
減
退
を
背
景
と
し
て
、
生
糸
需
給
の
不
均
衡
、
こ
れ
に

よ
る
事
業
団
の
大
量
の
生
糸
在
庫
の
存
在
等
非
常
に
厳
し
い
も
の
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
事
態
を
解
消
す
る

た
め
に
は
、
早
急
に
需
給
の
均
衡
を
回
復
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
た
め
、
需
要
の
動
向
に
即
し
た
繭
及
び

生
糸
の
計
画
的
生
産
、
輸
入
数
量
の
調
整
等
の
供
給
調
整
対
策
並
び
に
新
規
用
途
の
開
発
等
需
要
増
進
対
策

を
推
進
し
て
い
く
考
え
で
あ
る
。 

糸
工
業
組
合
に
お
い
て
同
法
に
基
づ
く
製
糸
設
備
の
封
印
カ
ル
テ
ル
の
実
施
に
つ
い
て
検
討
が
行
わ
れ
て
い

る
と
聞
い
て
い
る
。
ま
た
、
当
該
業
種
に
係
る
事
業
規
模
の
縮
小
や
転
廃
業
に
伴
う
雇
用
対
策
に

つ

い

て

は

、
関
連
産
業
政
策
の
実
施
状
況
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
特
定
不
況
業
種
・
特
定
不
況
地
域
関
係
労
働
者
の
雇

用
の
安
定
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
三
十
九
号
）
の
対
象
と
し
て
器
械
に
よ
る
生
糸
・

玉
糸
製
造
業
を
昭
和
五
十
八
年
七
月
に
指
定
し
、
こ
れ
に
よ
り
雇
用
の
安
定
を
図
つ
て
い
る
と

こ

ろ

で

あ

る

。
今
後
と
も
各
種
の
施
策
を
講
じ
て
雇
用
の
安
定
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。 

七 

 



 

八 

右
答
弁
す
る
。 




